
東京都人権プラザ指定管理者評価委員

（目的）

第１ この要綱は、東京都人権プラザ（以下、「プラザ」

の管理運営状況について、総合的かつ客観的な評価を

人権プラザ指定管理者評価委員会（以下、「委員会」

営について必要な事項を定める。

（所掌事項）

第２ 委員会は、プラザの指定管理者の年間を通じた管理

する。

（委員会の構成）

第３ 委員会は、次の者をもって構成する。

（１） 総務局総務部長

（２） 教育庁総務部人権教育調整担当課長

（３） 総務局長から指定管理者の管理運営状況の評価の

経験者３名

２ 委員会に委員長を置き、総務局総務部長の職にあ

３ 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

（委員の任期）

第４ 指定管理者の管理運営状況の評価に関して、総務局

ら、評価対象年度の評価が終了する日までとする。

（会議）

第５ 会議の招集は委員長が行う。

２ 委員長は会議の議長となる。

３ 委員長は、委員会の会議の結果を総務局長に報告

（禁止事項）

第６ 委員は、委員会を通じて知った情報を公表してはな

た後も同様とする。

（庶務）

第７ 委員会の庶務は、総務局人権部人権施策推進課に

（附則）

この要綱は、平成１９年５月９日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２０年７月１６日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２１年６月２２日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２１年７月１６日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２２年５月１３日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２２年７月１６日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２３年６月２４日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２４年５月２２日から施行する。

（附則）

この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。
会設置要綱
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